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〈論 説〉

1920～30年 代の上海市 と江蘇省における農家経営基盤の動向

農家経営基盤の安定性 と流動性
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上地集積の限界 と地主経営基盤の流動性

問題の所在

近代中国研究者の近代中国社会 にたいす る認識 は,実 に錯綜 して いる。 なか

で も土地所有 の様態 と地主階層 の性格 とにつ いて は,お よそ逆説 ともい うべ き

2つ の 立場 が対峙 しているとい ってよい。 一方 は,地 主 階層 の土地集積 と農民

の窮乏化 という現象を一般的事実 とみな し,他 方 は,地 主階層 の脆弱性 と土地

集散 の恒常的反復 とい う現象 に重 きをお く。農家経営 の実情 は,ど ち らの現象

を背景 とす るかによ って相反 す る位置づけを与え られ るが,こ こで留意すべ き
ω

点 は,こ の2っ の立場 が どち ら も事 実 の一 端 を含 む こ とにあ る。

ここで は,こ の2っ の立 場 が そ れ ぞれ に有 す る問題 点 を 指摘 す る こ とに よ っ

て,行 論 の端緒 を求 めて い くことに した い。
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最初 に,地 主階層の土地集積 と農民 の窮乏化 という前者の立場 は,中 国農村

の一断面 を極端 に強調 しているむ きが ある。 これ は,中 国共産党 の歴史認識 の

骨格 ともい うべ きものであ るが,こ れを裏 づける統計資料群 の多 くは,何 を一
(z)

次資料 に して作成 されたのか定 かで はない。政治的な配慮 に基づ いて誇張 され

ている可能性 す ら排 除 しきれな い。か りに この統計資料 群が ト分信頼 に足 るも

のであ ったと して も,こ れ らはきわめてか ぎられた短期間の諸事実 を個別 に示

して いるにす ぎず,こ れ らによ って20世 紀前 半の土地所有動 向のすべ てが言

い尽 くされ るとは到底思 えない。

次 いで,地 主階層 の脆 弱性 と土地集散 の恒常的反復 とい う後者 の立場 は,農

家が経営基盤 を縮小す る局面 は説得的に語 りえ るに して も,経 営基盤 を拡大 し

てい く局面 につ いては論理 的説得 力を欠 く。経営基盤 の縮小局面 は,家 産均分

相続 の文化 という社会 的要因を経済学 の領域 に取 り込 む ことによ って 崔分 頷 け

るものとなるが,経 営基盤 の拡 大局面 においてs零 細化 した農家が くり返 し土

地 の集積 をはか るメカニズムまでを も射程 に収めてい るわ けではない。零細農

家が経営基盤 を拡大す る契機 が どのよ うに して 与え られ るのか,ま たその頻度

と程度 はどれ ほどか,と い う点 が,大 きな課題 と して残 されている。

本稿 では,こ のよ うな研究動 向を踏 まえて,経 済 の先進地 帯であ った1920～

30年 代 の上海市 と江蘇省 に関す る調査 資料 を再検討す ることによ り,土 地関係

を基軸 に した農家経営の実情 に迫 りたい。 どのよ うな作業手順で農家経営 の実

情 に迫 るのかを具体的 に明 らか に してお こう。作業 は,大 きく2つ に分 けられ

る。

最初 に,地 主 階層の土地集積 は,可 耕地 の物理的限界 とい う意味だけではな

く,江 南 デル タ地帯 に展開 した 「0田 両主制度」(「永佃制」)によって,制 度 的限

界に も直面 していた ことを論 じる。主 たる資料 は,南 満州鉄道株式会社上海事

務所調査局 が上海 市と江蘇省 で実施 した 「農村実態調査」(1939～40年)の 報告
(3)

書であ る。この報告書 に依拠 した研究成果 は,す で に数多 く発表 されているが,

{4)

これ を主要 資 料 と した もの と して は,矢 沢康 祐,石 田浩,曹 幸 穂 の論 考 が あ る。

っ ぎに,第1の 作 業 を受 け て,少 な く と も1920～30年 代 の上海 市 と江蘇 省 に
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おける地主階層 の土地集積 は,地 主経営 を維持す るうえでの選択肢 のひ とっ に

す ぎな くな っていた ことを金融投資 との比較で論証す る。 主た る資料 は,」.

バックの調査醜 と中臥 民銀行上海市分行によってまとめられた資縷 であ

る。

この2つ の作 業 に よ って,第1に,広 範 にわ た る農 家 諸 階層 の経 営 基盤 が安
の

定 的 で あ った こと,第2に,地 主 階層 の経 営 基盤 の流 動 化 が進 展 して いた こ と,

が明 らか に な り,近 代 中国研 究 に み られ る認 識 の溝 をわず か とは いえ埋 め る こ

とがで きる はず で あ る。

第1章 一田両主制度と農家経営基盤の安定性

1.諸 資料 の分析視角

南満州鉄道株式会社上海 事務所調査局 によって上海 市 と江蘇省 で実施 された

「農村実態調査」は,1区5県 ごとに 『農村実態調査報告書』 と してま とめ られ

てい る。具体 名をあげると,『上海特別 市嘉定区』,『江蘇省太倉県』,『江蘇省常

熟県』a『江蘇省松江県』,『江蘇省無錫県』,『江蘇省南通県』であ る(以 下,各 報

告書はこのようにして市区 ・省県名によって表記する)。本稿 では,紙 幅の都合上,

『上海特別市嘉定区」,「江蘇 省常熟県』,『江蘇省無錫県』 の1区2県 を とりあ

げ,土 地関係 に焦点 を合わせた農家経営基盤 の動向を把握 してい きたい。具体

的 には,各 報告 書巻 末に付 された 「土地関係表」 を整理 し,所 有 面積 と経営形

態 の2点 か らの分析 に永小作 権(「永佃権」)と い う視点 を重 ね合 わせ ることに

よって,農 家経営 におけ る土地所有の意味 を検討 して い く方法を とる。

したが って,江 南 デル タ地帯特殊 の土地所有制度 といえ る一 田両主制度 にっ

いてfあ らか じめ 言及 してお く必要が あるであろ う。一 田両 並制度 とは,土 地
し た じっ わ じ

の権利 を田面(L地)と 田底(ド 地)と の2層 に分 けて,そ れぞれに所有者 を設

定す る制度で ある。 田底の所有者 は,土 地税 の納付義務 を課せ られた政府権 力

との関係における土地所有者 であ るが,か りに田面を除いた田底 だけを所有 す

るので あれば,土 地 を直接耕作 す ることはで きなか った。一 田両主制度 の もと

で は,「 小作人が田面権 を有 して永小作権 を もち,田 面権の売買典押 が認 あ ら
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れ,田 面権価格 に達 す るまで小作料を滞納 して も,地 主か ら撒佃 されない耕作

権 を保霧 」 して い た.「 地 主 細 底 を.,.・:・売去ロして もそ の膿 を換 え た り潤

面 を売却 す ることはで きない。田底 の変更 によ って 田面 は毫 も影響 を うけな
C$)

い」のであ った。一 田両 主制度 は,永 佃制 の最 も完成 された形態 といえ る。 田

底 の所有者 に支払われ る小作料 は,一 般契約 における小作料 が5割 程度であ っ
　

たのにたい して,2～3割 程度 に抑制 されていた。本稿 では,こ の一 田両 主制度

と して完成 をみた永佃制が農家経営基盤 に及 ぼ した影響 を諸資料か ら読 み とる

ことに したい。

また,資 料 の扱 いにっいて,言 及 してお くべ きことが3点 ある。

第1は,各 報告書巻末の 「土地関係表」 にお ける所有面積の指示内容 が,実

に曖昧 な解釈 を許 す点 であ る。一 田両主制度 の もとにおける所有面積 とは,田

面 と田底 とを併せ もった完全 な所有形態 に限定 され るのか,あ るいは田底のみ

の不完全 な所有形態 を も含む のか,と いう点が,ま った く明確 に されて いない。

ただ し,こ の点 は,各 報告書 の随所 にみ られる記述か ら,両 形態 を含んでい る

と推察 され る。したが って,「土地関係表」において所有地 の一部 を構成 す る貸

付地 とは,田 面 を有 しない田底のみの耕地 と考え たい。経営 に苦 しむ農家 に田

底 の購入 を請 われたので はないであろ うか。また,借 入/小 作面積 につ いて も,

同様 に報告書 の随所 にみ られ る記述か ら,田 面を有す る ものが大宗 であ った と

考え る。ただ し,『無錫県報告書』では,調 査対象 となった村 落に一 田両 主制度

は確立 して いなか った という記述 力鵬 れ るの黙 鰐 県の 「土地 関係表」1こ

関 して の み,所 有 面 積 と借 入/小 作 面 積 とを字 義 どお りに受 け 止め る こ とに し

た い。

第2は,本 文 の記 述 内容 と 「土 地 関係 表 」 を含 む巻 末 統 計 資料 とのあ いだ の

齪 蠕 で あ る。 この齪 鯖 は,か な りの量 に のぼ る。 本稿 で は,こ の よ うな齪 酷 に

直面 した さい に は,原 則 と して巻 末 統 計 資料 を尊重 す る ことに した。

第3は,『 農 村実 態 調 査報 告 書』の読 み方 に関 す る問 題 と は別 に して,戦 時下

に収集 され た資 料 それ 自体 が有 す る多大 なバ イ アスで あ る。 江蘇 省 無 錫県 に限

定 す れ ば,す で に奥 村 哲 がr江 蘇 省X11111/iN県』 の相対 化 を試 み て し(io)1.奥村 が 満
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鉄 資料 を相対化 す るさいに主 たる尺度 と した もの は,満 鉄資料 に先行 して収集

(11)

されていた江蘇省農民銀行 の調査資料(1931年3～4月)で あ る。

奥村 によれば,江 蘇省農民銀行 の調査資料 に は,調 査当時の常態 と しての社

会環境 を反映 して,「 商品経済 の発展 ・都市経済 によ る包摂が零細 所有 ・経 営

を導 く」かたちがみ られた。農業 の零細化 は,勝 れて市場 に規定 され た桑栽培

による養蚕 と並行 した現象であ ったのであ る。しか し,満 鉄調査時の1940年 に

は,「桑 の売買 は少数 の農家でのみ行われて い」たにす ぎず,後 述す る水稲 の高

い作付比率 はt戦 時下 の特殊事情 による棉花か ら水稲への編成替えを経 た結 果

といえた。無錫県栄巷鎮 における作付体系 は,満 鉄 の調査 時には軍靴 によ って

(12)

踏 みに じられ,著 しく歪あ られて いたので ある。

この ようなバ イア スは,『 江蘇省無錫県』固有の もので はな く,『上海特別 市

嘉定区』 と 『江蘇省常熟県」 とを まとめたさいに も同様 に生 じていたに違 いな

い。本稿で は,行 論 の性格上,奥 村が 『江蘇省無錫県』 に施 したよ うな精緻 な

資料批判を加え ることはで きず,あ くまで 「一般的 な注意」 を喚起す るに とど

まるが,調 査 それ自体 にバ イアスがかか ってい ることを統計数字 を読む うえで

常 に念頭 にお くことに したい。

2.上 海 特別 市 嘉 定 区

上海 特 別 市嘉定 区 で は,石 商 門郷 の澄 塘 橋,丁 家 の2村 落(50戸,226人,出

稼者は除 く)が 調 査対 象 と して選 択 され て い る(全 体で は89戸,367人)。 農 業,漁

業,手 工 業 が複 雑 に折 り重 な った就 業 形 態 が と られて お り,こ れ が澄 塘 橋r

家2村 落 の産 業 構 造 上 の特 色 とな って い た。 交 通 情況 にっ いて言 及 す る と,ク

リー ク(水 路)が 「網 の 目の如 く存 在 す るの で,舟 運 を利 用 す れ ば如 何 な る小 部

落 と錐 え ど も思 いの ま ま赴 く事 が 出来 」,錫 濾 「公 路 まで 出 るの に,僅 々5分 或

は15分 位 で達 す る事 が 出来,従 って1日 数 回往 復 す る華 中 バ スを利 用 す れ ば,

(13)

容 易 に上海 ・嘉 定等 の 目的地 に行 く事 が 可能 で あ」 った。 また,2村 落89戸 を

姓 別 にみ る と,朱23戸,r18戸,周,江 各8戸,趙,張 各7戸,襲6戸,封

3戸,印,徐,夏 各2戸,管,顧,王 各1戸 の13姓 か ら構 成 され て いた。2村
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落50戸 の耕地 で は,夏 作 と して棉 花245.3畝 水 稲178.9畝 大 豆67.1畝,

疏 菜2.3畝 冬 作 と して蚕豆1。2.5畝 茉草翻8.鳳 小 麦44.5畝 大 麦19.5

畝 疏 菜1.0畝 が作 付 け され て い た。

『嘉 定 区報 告書 』巻 末 の 「土地 関係 表 」か ら,土 地 関 係 にっ いて必 要 な点 を ま

とめ れ ば,表1の よ うに な る。こ こに は貸 付地 を有 す る農 家 が み られ な い ので,

調 査 対 象 とな った澄塘 橋f家 の2村 落50戸 は,田 底 だ けの耕地 を ま った く所

有 して い なか った といえ る。 した が って,所 有 面積 を示 す数 値 は,田 面 と田底

とを併 せ もっ耕 地 だ けか ら構 成 され る こ とにな る。 所 有 面積 が 比較 的 大規 模 で

あ った農 家 は,1戸 あ た り平 均20畝 を超 え る農家 階層 に位 置 す る襲 兆棋,襲 明

郷,朱 鼎 新,周 占贅 の4戸 で あ り,こ れ に1戸 あ た り平均10畝 を超 え る農家 階

層 を加 え た合 計10戸 だ けが,専 業 農 家 と してn立 で き る経 営 基盤 を 有 して い

た。 その他 は,竹 細 工,捕 魚,裁 縫,織 布 な どの副 業 に出稼 ぎを加 え,経 営 と

生 計 の維 持 を はか って いた。 村 落 の沿 革 が明 瞭 で はな いた め にT残 念 な が ら土

地 所 有 が どの よ うな経 過 を た ど って調 査 当時 に至 ったの か を判断 す る ことはで

きな い。

田面 だ けの所 有 とな る土地 の借 入 とい う点 で は,朱 且金 の9.0畝 が最 大 で あ

り,34戸 で 合 計143.7畝1戸 あ た り平 均 で は4.2畝 で あ った。 土地 の借 入 と

その規 模 は,田 面 と田底 とを併 せ もっ 所有 面 積 の人 小 とはま った くとい って よ

い ほ ど関 連 して い な い。す べ て の農 家 階層 の借 入面 積 は,平 均3.5～5.1畝 の範

囲 にあ り,全 体 平 均4.1畝 と比 較 して も,大 差 な い範 囲 に収 ま って い た とい っ

て よ いで あ ろ う。 た だ し,こ の よ うな結 果 は,す べ て の農家 階 層 にお け る同一

の経 営 行 為 か ら生 じて いた とは考 え に くい。 上 層 にお け る土地 の 借入 は,農 家

経 営 の拡 大 を意 図 した 田面 購 入 とい う行 為 に基 づ き,下 層 にお け るそれ は,経

営 の困難 に よ る 田底 売 却 とい う行為 に基 づ くと考 え るの が妥 当で あ る。

ま た,小 作 契約 につ いて触 れ る と,以 下 の報 告 をみ るか ぎ り,実 質 的 に は永

小 作 化 して い た と い って よい よ うで あ る。「小 作契 約 期 間 は,証 書 に もな く,只

3ヶ 年後 地 宝nら 耕 作 の場 合 及 び小 作 料 滞納 の際 は,何 時 で も取 上 げ て差 支 え

な いが,第 三 者 に転 貸 す るた め に耕 作権 を取 上 げ る こと は出 来 な い。従 って農
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(15)

民 は滞納 さえ ない な らば,小 作権 を取 上 げ られ る こ とが な い と言 って い る」。

十地 の 出入典 とい う点 で は,11戸 が合 計62.6畝 を 出典 し,2戸 が 合計3.0畝

を入 典 して い た。 これ らの 出入 典 の時 期 は,「 殆 ん ど明確 で は な く,古 くは数 十

年 前 の先 代 の頃 か ら最 近 年 に至 って は民 国27年 〔1938年 引用者〕 等 種 々存

す るが,そ の多 くは少 な くも5年 以 前 で あ って民 国26年 〔1937年 引用者〕以
マ マ(16)

後の もの も4戸 内至5戸 を数えていた様 であ る」。このように,地 権移転 の事例

は,き わめてか ぎられてた。「農民 の語 る処 によれ ば,日 支事変後政局 の不安 か

ら土地放棄す る者多 く,地 価 も半額 に、暴落 しているが,一 般農民 は事変 の被害
ママ(17)

と避難 に金費 を要 し,金 融掴渇 のため買入す ることは,不 可能事 であ る」。要 す

るに,地 権の移転 という視点 か らみた この間の農家経営基盤 は,き わめて固定

的であ った といえる。本報告 書では,日 中戦争勃発以後の地価 の推計 もなされ
(18)

て い る 。

3.江 蘇 省 常熟 県

江蘇 省常 熟 県 で は,厳 家 上 村(55戸,216人)が 調 査 対 象 とな って い る。 厳 家

上 村 は,「 常 熟 県 の略,中 央 に位 す る県城 の極 く近 傍 に在 」 り,ク リー ク に囲 ま

(19)

れ た半農 半 漁 の村 落 で あ った。 県 城 との関 係 は,生 活物 資 の調 達 や雇傭 機 会 の

確 保 とい う点 にお い て,き わ め て密接 で あ った と思 われ る。55戸 の うち の41

戸 は,経 営規 模 にか か わ りな く農 業 を営 ん で お り(た だ し,う ち1戸 は,自 作地 と

小作地のいずれ もな く,入 典地0.1畝 を耕作 したにす ぎない),さ らに その うち の33

戸 は,捕 魚,船 頭,大 工,苦 力,仲 買 商 を兼業 して いた。 専業 農 家 は,わ ず か

5戸 にす ぎな か った。 ま た,農 業 に はい っさ いか か わ りを もた な い残 り14戸

は,捕 魚,船 頭,行 商 な どに生 計 の途 を求 めて い た。 耕 地 で は,夏 作 と して水

稲199.3畝(1938年 時点),冬 作 と して 小麦158.2畝,大 麦1.5畝,蚕 豆3.2畝,

紫 雲英32.0畝(1937年 時点)が 作 付 け され て い た。厳 家上 村 を姓 別 にみ る と,村

名 の起 源 に もな った と思 わ れ る厳 姓 が29戸 にの ぼ り過半 を 占め,他 に顧6戸,

郡5戸,王4戸,黄3戸,陳2戸,凋,張,衰,蒋,徐,曹 各1戸 の12姓 か ら

構 成 され て い た。
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ここで も,『常熟県報告書』巻末の 「土地関係表」か ら,表2を 作成 した。こ

れをみる と,厳 家上村 の土地関係 には,2つ の特色が あ った ことがわか る。第1

の特色 は,厳 家上村民 の所有地 が村内で はな くむ しろ村外 に多 く散在 していた

ことで ある。村内の所有地18.4畝 にたい して,村 外 の所有地 は41 .7畝 に もの

ぼ った。 したが って,耕 作の便宜を追求す るためには,村 外の土地 の約半分 を

貸 し付 けて,そ の替わ りに村外人所有 の村 内の土地 を借 り入れ ることが選択 さ

れていた。 経営形態の多様化 は,一 面で はこのよ うな所有地 と耕作地 との懸隔

を調整 した結果で あ った。村民 の居住地 と多 くの所有地 が乖離 して いた事実か

らは,農 作業 の不便 さもさることなが ら,調 査 当時 に至 るまでの地権移転 の頻

繁 さを窺 うことがで きる。

土地関係 の第2の 特色 は,作 付地 の8割 近 くが他村 か らの借入地 にあた るこ

とであ る。貸付地19.1畝 を差 し引いた として も,他 村か らの借入が他村 への貸

付 を140畝 以 上 も上 回 り,貸 付地 を除 く村内 の自作地 と小作地 との比率 は,お

よそ1対4で あ った。 田底の売却がすすんで いた と推察 され る。 それゆえ,農

業経営 の中心 をな した農家形態 は,必 然的 に,自 作地以外 に小作地 を多 く経営

していた地主 自小作農 と自小作農 に小作農 を加 えた3形 態 ということにな る。

また,小 作地 の 「大部分が永小作融 こ依 って行 われぜぞ!」た情況 の もとで は,

自作地 と小作地 との経営上の優劣 はきわめて小 さ くなる。 自作地 が乏 しくて も

「永小作地 を多数 に有す る小作農 の方が,村 内に於 け る力 も上位1ど劣」ったとい

う報告書 の指摘 は,十{分 に頷 ける もの といえよ う。た とえば,同 程度の所有地

を有 した厳小五(5,0畝),厳 大和(fi.9畝),厳 膠氏(5.3畝)で あ って も,小 作地

を合計 した場合 には厳小五 の経営面積が最大 にな るので,厳 小五 は村政 におい

て最 も強力な発言権 を発揮で きたに違 いない。要 するに,農 家 の大部分 では,

自作地 はその零細性 のために農民 の村落内での身分 を確定 しえるだ けの根拠 に

はな りえず,永 小作地(田 面)の 規模が それに替わ っていたのであ る。永小作地

の規模 が農家経営基盤の収益性 と安定性を左右 し,ひ いては農民 の社会的関係

を も規定す るとい う現象 は,厳 家上村特殊 の現象で はな く,少 な くとも常熟県

全体 にまで は一般化 されえた と考 え ることがで ぎ署。
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『常熟県報告書』巻末の 「土地関係表」か ら地権移転 の例 を引 くと,厳 海娚が

自作地2.2畝,小 作地1畝t厳 二「男が自作地1.7畝 を増加 している。 これ らの

土地 は,両 者 の父親 にあたる厳纒氏 よ り与え られた ものであ り,こ の地権移転

の事例 は,相 続 による名義変更 を意味 したよ うであ る。 また,報 告書の本文中

には,地 価 の変動 に関す る若 干の記述があ り,1937年 の 日中戦争勃発を境 に し
(23}

て地価 が下 落 した ことが わか る。因 み に,中 華民国行 政院農村復 興委 員会 が

1933年 に実施 した江蘇省常熟県の調査 によると,地 価の下落 は,日 中戦争勃発
(24)

以前か ら農産物価格 の下 落を契機 と して は じま って いた と報告 されている。地

価 の下落 時期 については,農 村復興委 員会の調査 に重 きをお くことに したい。

4.江 蘇 省 無錫 県

江蘇 省 無錫 県 で は,栄 巷 鎮 と密 接 な関係 に あ る小 丁巷(14戸,55人),鄭 巷(45

戸,200人),楊 木 橋(21戸,74人)の3村 落(80戸,329人)が 調 査 対象 とな った。

この うちの5戸 は,紡 績 工場 な どの職 工 と して,農 業(養 蚕業を含む)と の かか

わ りを完 全 に断 って い た。農 地 は水 田(76.5%)と 桑 園(23.0%)と に大別 す る こ

とが で き,桑 園 を除 くと,夏 作 と して は水稲(144.4畝)が す べ て とい って よ く,

冬作 と して は小 麦(8L8畝)と 蚕 豆(15.8畝)が 作付 け されて いた。 前2村 落 で

は,河 川 ・ク リー クか ら遠 く離 れ るた め に桑 園 の 占 あ る割 合 が多 く,後1村 落

で は,太 湖 に続 くク リー一ク付近 に位 置 す るた あ に水 田が や や多 くみ られ た。 た

だ し,後1村 落 に お いて も,養 蚕 が農 業経 営 の巾核 に な って い た ことは間違 い

な い。村 落 を姓 別 でみ る と,小 丁巷 は,栄,ゴ 各5戸 に加 え,呉,鄭,銭,瀧

が各1戸,鄭 巷 は,鄭13戸,蒋10戸,楊7戸,栄3戸 に,高,毛,陳 各2戸,

眺,郁,唐,張,竺,そ の他 各1戸,楊 木 橋 は,談5戸,楊 呉各3戸,陳2戸,

王,陸,郭,周,江,朱,李,郎 各1戸 か ら構 成 され て い た。 比 較 的近 年 に到

来 した と思 わ れ る姓 を もつ もの も多 く,村 落 は多 姓 が居 住 す る情 況 にあ った と

いえ よ う。

表3は,『 無 錫 県 報 告書 』巻末 の 「土 地 関係 表 」を ま とめ た もので あ る。同 表

に よ る と,3村 落 の農家 経 営 の特 徴 と して は,ま ず 自作 農 家 の比率(63.5%)が
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表3無 錫県土地関係表

所有面積
a

戸数
b

a/b 貸付面積
C

自作面積
d

戸数
e

d/e

5.0畝 以 上 26.7 4 6.7 7.5 19.2 4 4.8

0.1～4.9 126.0 57 2.2 11.9 114.1 57 2.0

無所有

合 計 152.7 61 2.5 19.4 133.-3 61 2.2

地主自作
暫

38.7 10 3.9 19.4 19.3 10 1.9

自 作 109.3 47 2.3 109.3 47

一

2.3

自小作
ゼ

4.7 4 1.2 4.7 4 1.2

小 作

借入/小
作面積f

戸数
9

f/g 出典
面積

入典
面積

経営面積
h

戸数
1

h/i

5.0畝 以 上 19.2 4 4.8

Q.1^-4.9 9.4 4 2.4 z.o 125.5 57 2.2

無所有 49.1 14 3.5 X9.1 3.8

合 計 58.5 18 3.3 2.0 193.8 74 2.6

地 主自作 19.3 10 1.9
-一 一

2.4

　

自 作
_↓_

1
-一一↓____,

2.0 lll.3 47
-一

自小作 9.4 4 2.4
臨{}-

14.1 4 3.5

小 作 49.1 i4 3.5 X9.1 14 3.5

注1面 積 を示 したすべての項 目に は,宅 地,墓 地,

2所 有地 には,村 外の 上地0.5畝 を含む。

資料 『無錫県』1二地関係表よ り作成。

その他 は含 まれない。

高 い こ とを 指摘 で きよ う。 この点 か らいえ ば,一 田両 主制 度 が確 立す る必要 は

確 か に な い。 しか し,自 作 地 は,3村 落61戸 で合 計 わ ず か152.7畝 で あ り,戸

別 統 計 が示 され て い る原 表 で最 大 の 自作 地 を所有 す る農 家 を確認 して も,楊 根

生,高 培 昌,毛 金培(と もに鄭巷居住)の7.0畝 が拾 え るに す ぎな い。 自作農 家

の 高比 率 は,小 作地 を確保 す る こ とに比 して,副 業 や 出稼 ぎの機 会 を確保 す る

こ とが相 対 的 に容 易 で あ った こ とに よ って生 じて い た の で あ る。 「出稼 人 を 出

して い る戸 数 は,小r巷9戸,鄭 巷24戸,楊 木 橋41=',合 計37戸 に達 し出稼

(25)

人 の数 は夫 々10人 ・26人 ・4人,合 計40人 とな って」お り,こ の数 字 を み るだ

けで も,農 家 経 営 が 農 業 だ けで 自立 で きて いたわ けで はな い こ とが わ か る。 小

」巷,鄭 巷,楊 木橋 の3村 落 で は,副 業 や 出稼 ぎが農 家 経営 を支 え る重 要 な収



210商 経 論 叢 第34巻 第4号

入源 として存在 していた。

このよ うな3村 落 の社会経済構造 を表面的 に捉 えれば,3村 落 の土地所有 関

係 は一握 りの不在地主 と圧倒 的多数の零細農家 とい う構 図にな り,従 来 の農村

問題 にたいす る灘 が前面 に押 しだされ ることにな る.し か し,副 業や出稼 ぎ

を 農 家 経 営 か ら捨 象 す る場 合 で あ って も,小 作 契 約 の 内実 を み る こ とに よ っ

て,こ の よ うな認識 が や は り一 面 的で あ った こ とを知 るに至 る。 これ ら3村 落

にお いて は,前 述 した よ うに,江 南 デ ル タ地 帯 の特 徴 で あ った一 田両 主 制度 は

確 立 して い なか った が,「 小 作 契 約 の期 限 は,殆 ど全 く無 期 限 で あ って」,「一 説
(27)

に は,桑 園 小作 に は証書 が必 要 で あ るが水 田 に はい らな い と云 われ て」 い た。

これ を裏 書 きす るか の よ うに,小 作争 議 の発 生 した事例 は報告 されて い なか っ

た。

最 後 に,地 価 の動 向 を た どる と,1936～40年 にか けて の地 価 は2倍 に高 騰 し

て し鯉 。 しか し,こ れ は繭価 と米 価 の高 騰 に と もな う名 目上 の反 応 と もい うべ

き もので あ り,地 主階層 の積極 的な土地集積 の結 果 を反映 して の もので はな

か った。繭価 と米価の沈静化 とと もに,地 価 も安定 した と思 われる。事実,小

丁巷,鄭 巷,楊 木橋の3村 落 にお ける地権 の移転 は,日 中戦争勃発後 には皆無

であ った。

5.諸 資料 の分析結果

これ までに,上 海市1区 と江蘇省2県 の報告 か ら,農 家経 営基盤の安定性が
(29)

広範囲の農家諸階層 で保証 されていたのをみた。一 田両主制度に よる永小作権

の確立 や農家経 営基盤 の多様 化 によ り,農 家経営基盤 の安定性 が確保 され る

と,階 層 を異 に した農家 間 の利害 は潜 在的 な水準 に押 し止 め られ る ことにな

る。 さらにいえば,あ らゆる農家諸階層 は,何 らかの好条件 に恵 まれ さえすれ

ば,社 会的階梯 を上昇 していけると考え ることがで きた。事実,そ のよ うな事

例 は皆無で はなか ったに違 いない。 もちろん,金 徳群 の指摘 にみ るように,一

田両主制度(永 佃制)は,農 家階層間の緊張緩和 に貢献 しえた と して も,農 村 の
(30)

土 地 問 題 を根 本 か ら解 決 す る もの で はな い。 しか し,そ の効 果 に っ い て は,
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もっ と評価 して しか るべ きで あ ろ う。 上 海 市1区 と江 蘇省2県 の報 告 か ら推 察

しえ る地 主階 層 の土 地 集積 は,農 民 か ら土地 用益 権 の一 部 を結 果 的 に と りあ げ

た現 象 で あ って,土 地 の耕 作 権 を と りあ げ た もので は なか った。 経 営 主 体 で あ

る農 民 は,土 地 を名 義 的 に所 有 す る こ とよ り も,土 地 を耕 す ことが優 先 され る

べ きで あ る ことを十 分 に納 得 して い たか の よ うで あ った(「 換 主不換佃」,「売田不

売耕」)。

多 くの中 国研 究 者 は,中 国社 会 にお け る階 層制 に 言及 して,そ れ が対 流 しや

す い緩 やか な構 造 を もって いた こ とを認 め て い る。 しか し,階 層 制 が緩 やか な

構 造 で あ った事 実 は認 めて も,な ぜ 階層 制 が緩 や か な構 造 で あ りえ た のか につ

いて は,ま った くとい って よ い ほ ど沈 黙 を守 って い る。R .マ イ ヤ ー スの よ う

に,土 地 制度 を 主軸 に した農村 社 会 制 度(ruralinstitutions)に 注 目 して,農 業

生産 力の展 開 にた いす る農 村 社会 制 度 の貢 献 を積極 的 に主 張 す る者 は,依 然 少

(3D

数 にとどまる。

ここで,華 北農村 に関す るマイヤースの論 旨を本稿 の展開 に即 して筆者 な り

に敷街 してお こう。経営難 に直面 した農家 は,土 地 を抵当物 にす る ことによ り

急場 を凌 ぐことがで き,真 の意味で土地 を手放 す機会を少な くとも先延 ば しに

す ることがで きた。 ことさ ら江南 デル タ地帯 において は,田 底 を売却 す るに し

ろrあ るい は出典 の形式を とるに しろ,農 家 がその後 に良好 な経営 を達成で き

れば,地 権 を取 り戻す ことはきわめて容易 な行為 ともな りえたであ ろう。実 際

に田面 を売却す る場合であ って も,買 い戻 しを前提 と した売 買契約(「活売」)が
{32}

結 ばれ ることが多か った。 このような土地制度 を主軸 に した農村社会制度 の存

在 は,一 一方で は中国社会 に生 きる人 々の社会身分 の転落 を一定程度押 し止め,

他方 では階層 が固定 され ることか ら生 じる社会矛盾 の緩和 に貢献 したに違 いな

い 。

｠｠両主制度 によって地権 の部分的移転が行われて いたよ うす は
,費 孝通 に

(33)

よ る江蘇 省 呉 江県 開 弦 弓村 調 査 の なか に もみ いだす ことが で き る。 ただ し,こ

こにお いて も,移 転 す る地 権 とは あ くまで 田底 を主 体 と して お り,経 営 主 体 が

土 地 か ら切 り離 され る ことは ほ とん どな い。この点 に,と くに注 意 を要 した い。
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江蘇省において田面 と田底 との分離 が生みだ された背景 について は,こ れ ま

でにい くつかの要 因が指摘 されて きた。代表的な ものをあげれば,地 主所有の

未開墾地を小作人が独 自に開墾 した ことにたいす る一定 の権利 とみなす所説,

土地 にかか る地租を は じめ とす る諸税負担 が重 か ったために,諸 税 を免れ るこ

とがで きる有力者 に一定額(あ るいはそれに相当するもの)を 納 めたことに端を発

したとす る所説,農 民 が永年同一地 を耕作 した結果であ った といわゆ る占有権

を認 める所説,等 々。 おそ らく,こ れ らの所説すべてが事実 といえ るに違 いな

い。 これ らの要 因に加え,常 に水利 や労働交換 などの問題が地権 の移転 に付随

した こと も指摘 で きよ う。

このよ うな起源を もっ一 円両 主制度 の もとで,土 地 は先祖代 々守 り継 いで い

かなければな らない地縁 ・血縁関係 を維持す る手段で あると同時に,担 保価値

を有す る商品 と して も機能 した。農家 経営 の維持 が困難 になれば田底 を売却

し,そ れで も間に合わなければ出典の 手続 きをとる。数年後,経 営 を維持 して

さえいれば典地 は返還 されて くる し,さ らにゆと りが生 じていれば田底を買い

戻 した り田面を買い足 した りす ることがで きる。 このよ うな地権の集散 は,長

期的にみれば,農 家経営 の継続 に寄与す ることになったであろ う。 ともか く,

地権のすべてを掌握 することを断念 して,地 権 を完全 に手放 す ことのない土地

所有制度 を確立 して きた ことは,地 主階層の土地集積 を従来 とは異な った認識

視座で受容すべ きことを訴 え,土 地 を基軸 に して農村 における社会矛盾 を説 く

ことの0面 性を痛感 させ る。

第2章 土地集積の限界と地主経営基盤の流動性

1.土 地集積の制度的限界 と経営 的限界

これまで に確認 したよ うに,江 南デル タ地帯 で は,一 田両 セ制度 とい う独特

な土地所有制度が確 立す ることによ って,階 層を異 にす る農家間の利害が調整

され,農 家経営基盤 の安定性が確保 されていた。 これ らの事例 は,一 般 に流布

されている土地所有の様態 と地主階層 の性格 とにたいす る認識 地主階層 に

よ って一方的 に搾取 され る農民 とは,明 らか に隔絶 している。 しか し,農
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家経 営基盤が安定的で あった理由を一 田両 主制度 による地権の二重性 だけに求

めるわ けにはいかない。一 田両主制度 は,農 家経 営基盤伸 縮の 上下限 を規定す

る柔 らかな装置 として機能 していたにす ぎず,農 家経営基盤 の動向を直接決定

した ものは,や は り個 々の農家経営の成果であ る。したが って,今 後 の探究 は,

このよ うな土地所有制度の もとにお ける農家経営 の実情 にむかわなけれ ばな ら

ない。

農家経営 の実情 とい う ミクロの視点 か らみ ると,地 主階層 の地権集積 とい う

現象 は,ど れほどの社会的意味合いを もっていた と判断すればよいのであろ う

か.ま た,複 数 の県 に またが る軍 閥 ・官僚 大 地 主 の地 麟 縷 と,ラ イ フ.サ イ

クルでい う経営 の伸張期 にある農家 の地権集積 とを,ど の ように質 的に区分す

れば よいのであろ うか。異な る動機 と意味合 いに基づ く地権集積 の動向 をそれ

ぞれの社会 的文脈 のなかで把握す るためにはy地 権が移転 して い く過程 に目を

むけなければな らない。 この過程 には,お そ らく2っ の形態が考え られ る。 ひ

とつ は,営 利追求 の手段 と して,地 主階層 が積極的に農村 に資本 を投下 した形

態であ る。 もうひ とっ は,経 営状態 の悪化 によ って,農 家が地権 の一部ない し

全部 を手放 さなければな らな くな った形態 である。後者 の場合,地 主階層 によ

る資本投下を招来 した原因 は,地 権を放棄 しなければな らな くな った農家経営

の失敗 に求 め られ,地 主階層 の資本投下 は,き わめて受動的 な行為 といえる。

近代華中地域 にお ける土地売買 の仲介者 であ った 「中人」が,「華北農村慣行調
(35)

」の なかに登場 した 「中人」 と1司様 の働 きを して いた とす認 第 庫 で垣

間み られた地 主階層 の土地集積 は,明 らかに後者の形態で あ った といえ よ う。

また,上 海市 と江蘇省 における地 主階層 の地権集積 を どち らの形態 とみなす

か,と い う問題 は,農 業生産力構造 とい う視点 か らも問われなければな らない。

近代華中地域 は,全 体 でみれば稲作地域 とい うことがで き,中 国北部 に比較 し

て 自然的諸条件 に恵 まれ,生 産力 は高 い。天野元之助 の調査研究 によれば,江

南 デ ル タ地帯 で は 「水稲 ・棉花 とと もに麦 ・油菜(な たね)・ 蚕豆類(そ らま

(37)

め)・ 紫 雲 英(紅 花草)な どの1年2毛 作 が保 証 され て い る」。しか し,反 面 で は,

この1年2毛 作 に た いす る保 証 は,畑 作 に比 して緊密 な農 作 業 を必 要 とす る稲
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表4 揚子江水稲小麦区における農業労働力不足の報告

件数(1929～1933年)

な し 収 穫 鋤 耕 播 種

地 方 数 9 is 2 15

構 成 比 31 55 7 52

灌 概 採 棉 殺 虫 製 茶

地 方 数 7 0 0 0

構 成 比 24 0 0 0

注 揚 子 江 水 稲 小 麦 区 に お け る 調 査 地 方 数 は,29地 方 で あ

る 。

原 資 料 で は,構 成 比 だ け が 明 らか に さ れ て い る。 本 表 中

の 地 方 数 は,構 成 比 か ら逆 算 し た。

資 料Buck,J.L.LandUtilizationinChina,TheCommercial

Press,1937,p.301よ り作 成 。

作 を営 む農家 に,労 働力

の調 達 とい う点 で多 大

な無理を強い る。苗代 田

の耕起,種 籾 の選定,播

種,田 植 え,施 肥,除 草,

中耕,灌 排水な ど,農 作

業 は年 間 を通 じて煩 雑

で あ り,と りわけ春期 と

秋期 には頂点 を迎 え る。

したが って,大 地主 が大

規 模 経 営 を行 うた め に

は,と に もか くに も労働

力の確保を第一 に考 えなければな らない。地主経営の貫徹 には,農 繁期 におけ

る労働力 の確保が,必 要不 可欠 な前提条件 としておかれていたので ある。

しか し,J.バ ックの調査 か らは,比 較的低廉 な賃金 で労 働力を確保 で きる
(38)

の は農閑期 にか ぎられていた ことが窺え る。 もち ろん,人 口や労働力市場 の組
(39)

織水準 などによる地域差 を考慮 しなければな らない。 しか し,表4を み ると,

収穫 や播種 を行 う農繁期 に労 働力 の不足 を訴 え る地方 が多 か った ことがわか

る。 このよ うな農繁期におけ る労働力 の不足 は,積 極的 に土地所有面積 を拡大

しよ うとする上部階層の意欲 を低下 させ,地 主階層 が 自ら経営主体 となる場合

の一定以上 の経営面積の拡大 にたい して,歯 止 めをかけたのではないであろ う

か。無制約 的な経営面積 の拡大 は,一一田両主制度 によって規制 されていただ け

で はな く,労 働 強化 な どの不利 を生 む。 この点 を農業労働者 の雇傭増加 によ っ

て補 お うとすれば,今 度 は経営管理 コス トの上昇 を招 き,農 業経営 に著 しい非

効率 を もた らす ことが懸念 された。

このよ うな認識 が事実を穿 っていることは,数 々の先行研究 が明 らかに して

いる。 た とえば,さ きの農村復興委員会 は,常 熟県 の地権移転 にっいて以下 の

よ うに報告 した。「常熟の田底 の移転 はやや停滞的である。これは近年 にお ける
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都 市の膨張 と農村 の衰 落 にと もな う必然 的現象 であ り,こ の ために∬樋農家 の

うちのわ ず か43戸 に あ た る巾農層 が売 買 に よ って 〔合計一一引用者〕2畝 の増 加

をみたにす ぎず,そ の他の農家階層 にはともに変化 はみ られぜtOl」。都市の膨張

とは,都 市商工業の急成長を意味 して いたのであ ろう。

また,林 恵海 は,江 蘇 省呉県 にお ける自 らの現地調 査に基づ いて,大 地主 が

土地 を売 り払 った結果,地 権の分散化がすすんで いた ことを報告 した。地主 は,

「収租の困難 さと,兼 ねて税摘の加重か ら,田 底 を維持 する意欲 を失 うにいた っ

た。富 む佃農 は これを再好の機 と して地主か ら田底権 を買 いとることを始 めた

く　
ので ある」。事実,上 海 市1区 と江蘇省2県 の 『農村実態調査報告書』 に も

,

大地主 はみ られず,中 小地 主の存在 がわずかに確認 されたにす ぎない。地権 が
(42)

分散 していた事実 も窺えた。

比較的最近 では,冒 頭 で紹介 した曹幸穂 が,本 稿 と同様 に 『農村実態調査報

告書』の分析 を通 じて,地 主階層 にとって地権集積が本質的 な意味 を もっの は,

「商品経済 の新興段階」にす ぎな いことを論 じている。「土地以外 の商工業投資

が 〔土地投資よりも一 一引用者〕大 きな利潤を獲得す るよ うになれば,富 裕者 は田

地 を買 い足す どころか,以 前に集積 した土地 を売 り払 いs商L.業 や金融への投
(43)

資 に取 って替 え る」。表5は,曹 に よ る土地 投 資,工 業投 資,商 業投 資利 潤 率 の

推 計 で あ る。

小作 関係 か ら も,地 主 が土 地 集積 に積 極 的 で はなか った こ とが わ か る。D.

フ ォール は,経 営面 積 の変動 とい う視 点 か ら土地 問 題 に 言及 して
,1930年 代 の

長 江 ・珠 江下 流 の デ ル タ地 帯 にお け る土 地 の貸 出 は,1870年 代 と人 差 な か った
(44)

こ とを報告 して い る。

R.イ ー ス トマ ン も,こ の フ ォール報 告 に依 拠 して,地 主階 層 の土 地 集積 と

農 民 の窮 乏 化 とい う一般 的識 に疑 問 を示 して し1溜.イ ー ス トマ ンに よれ ば,

1920～30年 代 に は,共 産 党 に よる地 主 財 産 の没 収 が相 次 ぎ,税 負 担 も上昇 の一

途 を た ど った。 この よ うな情況 に お いて,「 多 くと も5%,と き に は2%ほ ど」

の収 益 に しか な らな い土 地投 資 が地 主 階 層 を ど こまで魅 了 しえ たか は
,あ らた

め て熟 考 され な けれ ば な らな い課題 で あ る。
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表5日 中戦争開戦以前の投資利潤率比較

{1)⊥ 地投資利潤率(4地 域)

地 価
(元/畝)a

地 租
(元/畝)b

賦 税
(元/畝)c

地 主取 分
b‐c

投資利 潤率
(b‐c)/a

上海特別市嘉定区 70.00 5.00 1.10 3.90 5.57%

江 蘇 省 常 熟 県 80.00 7.00 1.2Q 5.80 7.25%

江 蘇 省 無 錫 県 .111 9.00 1.00 8.00 13.33%

江 蘇 省 松 江 県 50.00 6.00 1.07 4.93 9.86%

平 均 65.00 6.75 1.09 5.fi6 9.00%

出所 曹幸穂 「旧中国蘇南農家経済研究』 中央編訳 出版社,1996,47頁 。

(2)工 業投資利潤率(江 蘇省常熟県)

r場 数 資本金
a(千 元)

生産額
b(千 元)

費用(千 元)c一

原隔 　「琶 金

利 潤

b--c

投 資利 潤率
(b‐c)/a

綿 紡 糸 1 100 532 454.33 54.37 23.30 23.3%

綿 紡 織 23 96 504 328.61 122.77 52.62 54.8%

精 米 23 102 183 1so.s7 15.63 6.70 6.6°/a

印 刷 8 16 120 80.40 27.72二11.88

0.79
i

74.3%

39.5%機械修理 212 {10 7.35 1,861

注 費用,利 潤,投 資利潤率 は,曹 幸穂 によ る推計であ る。 曹によれば,費 用の推計基準 は,巫 宝

三編 『中国国民所得』(t:)中 華書局,1941年,表2-3-1お よび14頁 による。

出所 曹 幸穂 『1[中国蘇南農家経 済研究』 中央編訳 出版社,3996年,47頁 。

(3>商 業投資利潤率(江 蘇省太倉県)

商 店 数
資本総額a

(万元)
営業総額bi

(万元)
利 潤c

(万 元)
投資利潤率

c/a

典 当 8 80 120 12 15.0%
一

絹 布 25 35 60 6 17.1io

綿 花 so

罰 一

501250 25 50.4%

食 糧
一 一 皿 一

南 貨

SO40

nrlf135
il3

¶『

220
-一 凹一一 一一一 一T-一

37

22
-一 一

3.7

55.0%
一 一一 一 　

28.5%

木 材

一十 一

9'10

一

30 330.0%
i

注(1>資 本総額 と営業総額 は,1936年 時点 の ものである。

② 利潤 は,曹 幸穂に よる推計 であ り,営+1ｺGの10%と して計算 されている。 曹によれば・

この推 計は,巫 宝 三の推計に近似 している。E_E-,前 掲 書,106頁 を参照 されたい。

{3)南 貨 とは,南 方産 の食品(Fし 筍,ハ ムなど)を いう。

出所 曹 幸穂 『旧中国蘇 南農家経済研究』 中央編訳 出版社,199fi年,48頁 。
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これ まで の考察結果か ら,1920～30年 代 の上海 市と江蘇省 にお いて地主階層

による土地集積 がみ られたに して も,そ れ は単に地権 の一部 を集積 した ものに

す ぎず・農家経営 の失敗 に端を発 したきわめて消極 的な現象であ った ことが予

想 され る。 曹やイース トマ ンの指摘の ように,都 市の産業部門 や金融部門 に投

資す るほ うが,地 主階層 はより確実でよ り多 くの利益を期待 で きたのではない

であろ うか。以 下で は,地 権集積 の社会的意味合 いを明確 にすべ く,1920～30

年代を中心 とした上海 市と江蘇 省における土地投資 と金 融投資の優 劣にっ いて

マ クロ的視点 か ら考えてみたい。

2.土 地投資の動 向

さて,問 題 は1920～30年 代 の土地投資 と金融投資 の優劣 を明確 にす ること

によ って,地 セ階層 の経営行動の仮説 を補 強す ることに絞 られ た。 ここで は,

地 お階層が 当時の社会経済条件の変化 に敏感 に反応 しaそ の結 果 自身の経営基

盤の流動性を高めていた根拠を求 あて いこう。

まず,⊥ 地投資 の動 向につ いては,同 一地 域 におけ る地権 の移転を長期的 に

記 した統計資料 の入 手が不 ・J能で あるために,地 権 の移転を推察す ることがで

き る代替 的 な数値 か ら間接 的 に読 み とらざ るをえ な い。代 替 的 な数値 とは,

バ ックの調査か らえ られた揚子江水稲小麦区の地価
,田 賦 年農業労賃の諸指

数である.省 環 政府に締 る瞭 と牒 労働者1こ支払う膿 業労賃は,地 主

階 層 が負 担 す べ き農 業経 営 上の固 定 費 とな るので}田 賦 と年 農 業 労 賃 の変 動 結

果 は,地 主階層 が土地 集 積 に どれ ほ どの意 欲 を 示 した のか を推 察 す る手 がか り

とな る。地 価 につ いて は,あ え て 言及 す る まで もな い。 地 矧階層 の 土地 投 資 の

動 向 は,地 価 に必 然 的 に反映 し,ま た地価 の動 向 は,地t層 の 上地 投 資 を 大

き く左 右 す る ことに な る。

この よ うな視 点 にIrっ て図1を み よ う。 こ こで 注 目すべ き変 化 は,1926～27

年 を境 に生 じて い る。 経 済 活動 が活 発 にな る と,物 価 が 高 騰 して い くこ とは,

経 験 則 と して よ く知 られ て い る。1925年 まで の地 価騰 貴 は,そ の よ うな要 因 に

加 え,「 地 価 棚 掟 され る と ころの銀 弗 の価 値 が徽 にFし た(47}」 に よ って
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図1揚 子江水稲小麦区の地価,田 賦,労 賃
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生 じて い る。 しか し,1926～27年 を転 機 に した地 価 の大 幅 な下 落 に は,そ れ以

外 の説 明 が必要 にな る。 また,1910年 代 か ら1920年 代 初 頭 に は と りた て て大

きな変 化 を示 さなか った田 賦 も,1924年 近 辺 か ら急 増 して い る。当時 の 田賦 率

が省 ・県 政府 に お いて どの よ うな基準 で設 定 され て い たか に立 ち入 る ことはで

き な い が,内 戦 と侵 略戦 争 の激 化 に よ る財 政 悪 化 が 背 景 に あ る こ とは疑 え な

(48)

い。 図1か らは,少 な くて も以 下 の2点 を指 摘 す る こ とが で きる。

第1に,1924年 近 辺 か らの 田賦 の急 増 は,一 一貫 して上 昇 を みせ る年 農 業労 賃

と相 侯 って,農 業 収 入 に 占め る地 主 階 層 の取 り分 を減 少 させ た。 当初 は田 賦 を
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小儂 の負担に転嫁 しえたとし総 それには自ずと限界がある.蹴 の急増

は,地 主 階 層 の 土地 投 資 に と って大 きな負 の要 因 といえ た。

第2に,止 記 の原 因 に よ り,1926～27年 を境 に地価 は下 落 しは じめ,こ こか

ら この時 期 の土 地 投 資 は地 主 階層 と って魅力 あ る経 済 行 為 で はな くな って いた

事 実 を窺 う ことが で き る。 曹 や イ ー ス トマ ンの指摘 の とお り,利 潤 率 が低 い わ

りには危険 を と もな う土 地 を所 有 す る ことの愚 を痛 感 し,土 地 投 資 を控 え る地

主 が大勢 を 占 め たの で あ ろ う。 か りに積 極 的 に土 地 を購入 す る地主 が ま まみ ら

れ た に して も,そ れ はお そ ら く投 機 目的 に よ る もので あ った に違 いな い。

3.金 融投資 の動向

これ まで の分 析 の とお り,地 主階層 の土 地投 資 意欲 が1920年 代半 ばか ら

1930年 代 半ばにかけて減退 したとすればs金 融投 資 はこの間の土地投資を代替

す る受 け皿 にな りえ たのであろ うか。続 いて,地 主階層の金融投資 について考

えてみよ う。

地主 階層 の金融投 資の対象 とな った金融組織 には,中 国在来 の ものであ り,

清代 に隆盛 をきわあた票 号や銀 号に加 えy中 華民国期 に急成長を遂 げた銭荘 が

考 え られ る。 このよ うな在来 の金融組織 の うち,こ こでは,銭 荘 を中心 に して

議論をすす める。銭荘 はa1842年 の上海開港以後,在 来商工業者 の資金調達先

と して,あ るいは外国商館 との取引決済機構 と して,上 海 を中心 に大 きく展開

していた。 ただ し,銭 荘 と一括 りにま とあ られる もののなかに も,資 本規模か

ら業務内容 にいたるまで大 きな差異が あ り,票 号や銀号 とのあいだに明瞭 な区

別 を もたな いものがあ る。以下 の分析で は,異 な る金融組織間 にみ られ る個 々

の金融業務 の異同を とりたてて論 じる必要 を認めないために,資 料上 明確 に区

分 で きない もの は,た とえ票号 や銀 号に区分 すべ き金融組織 で あ った と して

も,銭 荘 とみな して同一 に処理す る。

話が脇道 に逸 れ るが,銭 荘 を中心 と した金 融組織間の協調関係 について 言及

してお こう。最初 に,こ れ らの組織 間に資金 の環流がみ られた ことを指摘 で き

る。 具体的 にどれだけの資金が環流 していたかは不明だが,表6で は,山 西銀
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表6

投 資 先 山西銀号 銭 荘

農 業 3.61% 10.94%
一}

商 業 30.71° °/a 72.17%

1業 51.94% 2.54%
昌一

他金融業 9.07% 11.29%

そ の 他 4.67% 3.06%

合 計 100.00% 100.00

資料

出所

あ る こ とは,

銭 荘 に関 す る記述 は,そ れ を専門 的 に取 り扱 った学 術 書を は じめ,当 時 の 中

国 社 会 を記述 した調 査 資料,「 地 方 史志 」,旅 行 記 な どに多 くみ いだ す こ とが で
(52}

。 しか し,そ れ らの多 くは}銭 荘 の起 源 と沿革 に は じま り,当 時設 立が相

次 いだ銀 行 組 織 との比 較 を通 じて銭 荘 組 織 の営 業 上 の特 徴 を紹 介 す る こ とを 柔

目的 と して お り,そ こか らは所 在,設 立 年,出 資経 営 者 名 とい う事 実 に加 え,

若 干 の銭荘 にか ぎって の資本 規 模 や両替,為 替,預 金,貸 付 な どの営業 実 態 が

わ か るにす ぎな い。 今 日で は,商 号の み しか 明 らか に され て いな い銭荘 も多 い

が,そ れで もこの商 号 か ら多 くの事実 を窺 う ことがで き る。

米 田祐 太郎 によ れ ば,「 店 舗 の商号 を定 め るに は,同 業 で な くと も,同 一 屋 号
(53)

をつ けないよ うに充分慎 重に注意 しなければ」な らなか った。同一商 号をつ け

た事実 が発覚 し,す でにその商号 を使用 していた店舗が官庁へ訴 えで ると,当

該商店 は新規商号 の取消 と損害の賠償を請求 された。商号使用 にかかわ る占有

権 は,商 人間 の取 り決 あであ る 「商人通例」(1914年3月2日 公布)に よ って保護i
(54)

されて いたのである。

これ までに筆者 が検証 したか ぎりで は,上 海市 と江蘇省 にお ける銭荘 の商号

山西銀号 と銭荘の投資先 号か ら9.07%,銭 荘 か ら1129%の 資金 が そ

の他 金 融 業 に 流 れ て い る。 そ の他 金 融 業 に

は,当 然 の こ となが ら銀行 組 織 も含 ま れて い
(50)

るに違 いな い。 ま た,こ の資金 移動 の数値 に

は,銭 荘 間 の や り と り も相 当含 まれ て い る は

ず で あ る。 つ ぎに,人 的関 係 に注 目す る と,

銀 行 の 要 職 に あ った人 物 が 銭 荘 を経 営 して
{5=}

い た 事 実 も判 明 して い る。 この よ うな 関 係

陸国香 「中国農村金融与当

舗」儂 村合作月刊』第2巻 第 は,当 時 の銀行 組 織 が中 国社 会 を覆 い尽 くす

6駕 耀 蔽
那麟 経済 ほどの規模をも斌 また零細な個々の家計

論』中 巻,改 造 社,1942年,単 位 に ま で 浸 透 して い な か った こ と を意 味

229頁。
した。銭荘 の投 資 先 の重 点 が と りわ け商 業 に

当時 の中 国社 会 の特 徴 を よ く示 して い る。
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を最 も網 羅 的 に集 め た文献 ・資 料 は,中 華民 国 実 業 部 国 際貿 易局 編 『中国実 業

誌:江 蘇 省 』1932年 で あ ろ う。こ こに は,上 海 市 と江 蘇 省37県 に点 在 す る銭 荘

そ れぞ れ の商 号,設 立年,資 本総 額 な どが県 別 に紹 介 され て い る(所 在地不明の

銭荘 も多々ある)。 なか で も,商 号が2回 以 上 登場 す る もの に は,信 裕(1,①),

元 大(L①),!.源(2),厚 康(2),和 豊(1,①),大 成(2),宝 余(2),徳

大(2),志 誠(2)r恰 豊(3),恒 余(3),恒 泰(2),恒 祥(2),慎 康(2),

慶成(1,①),慶 豊(2),晋 生(2),晋 豊(2),正 大(2),永 源(2),永 豊

(4,①),泰 成(2),源 大(2),源 泰(2),源 豊(2),益 昌(2),祥 豊(2),

福康(2,①),福 源(y①),義 康(2),1順 康(3,①),鼎 康(3)一 一括 弧 内

の数 字 は江蘇 省 各 県所 在 の店舗 数,丸 数 字 は上海 市所 在 の店 舗 数 が あ る。

これ らの銭 荘 が,聯 号 と呼 ば れ た 「商号 の1字 又 は2字 を同 じうす る一 聯 の商

(55)

店 」であることはほぼ疑 いない。 出資者 が資力を1箇 所 に集 中 しない理 由は,

出資者 の危険回避 的思考 に基 づ くもの と思われ るが,こ のよ うな聯 号組織形態

の採用 は,結 果的に は,市 県 を超 えた銭荘の展開 を促 し,上 海 市と江蘇省全体

との金融的っ なが りを強めていた ことがわか る。実際,L海 市内にあ った銭荘

(56)

の総経理職 は,江 蘇 漸江2省 各県の出身者で ほとん ど占め られていた。

この ような組織的関係性 を もっ銭荘 であるか らには,上 海f∫と江蘇省全体 に

及ぶ銭荘資本総額 の統計 資料がえ られないに して も,上 海 市内 に店舗 を構 え る

銭荘各店 の資本総額 の変動 をみることによ って,同 地域全体 におけ る銭荘業 の
(57)

おお よその営業実態 を推定す ることがで きる。本来,銭 荘 にプールされた地主

資金の実態を把握す るためには,こ れ ら出資金 に加え,預 金等 も勘定す るべ き

で あるが,こ れ らの長期 的変動を示 した統計資料 はわずか な例外 を除 いて残存

せず,こ こで は銭荘設r1に むけた出資金 だけを地 主資金 と しての銭荘資本総額

とせざ るをえない。 と もか く,か ぎられた統計資料か ら上海市における銭荘資

本総額 の変動 をみ ることによ って,上 海市 と江蘇 省における地主階層の金融投

資 の情況を確認 してみよ う。表7と 図2は,1912～45年 の銭荘資本総額 の推移

を示 して いる。

上海市 における銭荘資本総額 の推移をみ ると,1912年 の資本総額1,064,000
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表7上 海市銭荘の出資形態と資本総額

銭荘
数

出 資 形 態 資 本 総 額

独 資
A
口 彩 股'1/1有 限 公 司 正本総額1) 附本総額2) 合計1)+2)

1912 28 1,064 1,064

1913 31 1,204 1,204

1914 40 1,465 1,465

1915 42 1,545 1,545

1916 49 2,023 2,023

1917 49 2,023 2,023

1918 62 3,079 so 3,139

1919 67 3,726 so 3,786

1920 71 5,494 60 5,554

1921 69 6 8.7% 63 91.3% 5,zgs 740 6,026

1922 84 4 4.8% 80 95.2% 6,488 1,232 7,720

1923 84 n.a. n.a. 8,544 1,825 10.69

1924 89 4 4.5% 85 95.5% 9,854 2,033 11,887

x925 84 4 4.8% 80 95.2% 10,012 1,899 11,911

1926 87 6 6.9% 81 93.1% 11,252 2,159 13,411

1927 85 6 7.1% 79 92.9% 11,732 1,858 13,590

・ ・ 80 n.a. n.a. 11,252 1,610 12,862

1929 77 5 6.5% 72 93.5% 11,082 2,165 13,247

1930 77 5 6.5% 72 93.5% 11,502 2,353 13,855

1931 76 6 7.9% 70 92.1% 12,052 2,423 14,475

1932 72 5 6.9% fi7 93.1% 12,497 2,793 15,290

1933 72 6 8.3% 6s 91.7% 20,058 1,74Q 21,798

1934 65 5 7.7% so 92.3% 1$,962 1,740 20,702

1935 55 」 9.L% 50 90.9% 17,264 2,118 X9,382

1936 50 fi 12.0% 44 88.0% 15,990 2,010 18,000

1937 46 s 13.0% 40 87.0% 17,120 2,000 19,120

1938 43 s 14.0% 37 86.0% 15,720 2,040 17,760

1939 41 4 9.8% 37 90.2% 14,900 2,040 10,940

1940 4a 4 10.0% 34 85.0% 2 5.0% 14,500 2,280 17,080

1941 5s 4 7.1% 31 55.4% 21 37.5% 17,910 L880 19,790

1942 79 5 6.3% 33 41.8% 41 51.9% 30,417 2,38Q 32,797

単位 資本総額:1932年 までは千両,1933年 以降 は千元。

注 本表の作成 にあた り基恩 「L海 銭荘之研究 」と中国人民銀行 ヒ海市分行編 『h海 銭荘資料」 を

参照 したが,両 資料 の銭荘数 は,1922,25,29,33,36,41,42年 の7ケ 年 において…致 して
いない。 その場 合には,出 資形態別銭荘数の比率 を算 出す る都合 ヒ,基 恩 「L海 銭荘之研究」の

銭荘数を採用 した。

資料 銭荘 数(1912～20,23,28年),資 本総額:

中国人民銀行 卜海 市分行編 『E海 銭荘 史料』L海 人民出版社,1960年,191,262,322頁 。

銭荘数(1921～22,24～27,29～42年),出 資形態:

基 恩 「ヒ海銭荘之研究」中央儲備銀行 調査処 『中央経済月刊』第2巻 第11期,1943年,

19～20頁 。

以 トより作成。
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図2銭 荘資本総額の変動
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資料 中国人民銀行E・海 市分行編 『L海 銭荘史料』}海 人民 出版社,1960年,191,262,

322頁 より作成。
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テ 　ル

両 は,同 一 単 位 に よ る表 示 の 最 終 年 に あ た る1932年 に は15,290,000両 に増 加

して い る。 銀 購 買 力 の 減 少(1912年 を1と す ると1932年 は0。57に な る)を 考 慮 す

(58)

ると,こ れ はおよそ8.2倍 の伸 びになる。

これ まで にみた土地関連 と銭荘資本の統計資料 を対比 してみ ると,土 地 関連

の統計で は1926～27年 以降 か ら地主階層が土地投 資を差 し控 えた よ うすが,

銭荘 資本の統計で は同期間 に地 主階層 の金融投 資が増加 したよ うすが窺え る。

両者 を重ね合 わせ ると,従 来土地 にむか っていた地主資金 の一部 が銭荘 を中心

に した金融組織 に流 れていた こと,要 す るに,土 地投資 と金融投資 のあいだに
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代替 的関係 が成立 して いた ことが示 され る。土地投 資 と金融投資 との比 較か

ら,こ の期間 には,投 機 を 目的 とした一一部の地 主を除 き,地 主階層 の多 くが 土

地投資か ら離れた こと,さ らには危険性 が相対的に低 い金融組織 に資金運用を
(59)

委 ね た こ とが わか った。

結 論

本稿で は,1920～30年 代 の上海 市 と江蘇省 にお ける土地(地 権)集 積の動向

と地 主階層 の経営基盤 を再考 して,土 地 を基軸 に した近代 中国社会 に関す る新

たな認識視座 を構築 してい く端緒 と した。本格的な検討 は,こ れか らの取 り組

みにかか っているが,こ こで はとりあえず以下 の3点 を暫定 的な結論 としてお

こう。

第1に,江 南デルタ地帯で は,一 田両主制度が土地問題を調整す る機構 と し

て働 いた結 果,農 家 の経 営基盤 は長期 的にみて安定 的で あ った ことがわか っ

た。

第2に,地 主階層の土地集積 は,一 田両主制度 に加 え,農 業生産力構造 にも

規定 されてお り,田 底 にか ぎ られた ものを多 く含んでいた。 したが って,こ の

よ うな土地集積 は,地 権 の一部 の集積 であ って,す ぐさま農民 の窮乏化 を招来

す るものではなか った。

第3に,こ のよ うな土地集積 の限界 と商工業 や金 融業 の発展に絡んで,地 主

階層の投資 の重点が土地 か ら商 工業や金融業 へ と移動 し,地 †階層の経営基盤

の流動化 がすすんで いた ことが推察 された。土地投 資動 向 と金融投資動 向 とを

比較 した本稿の分析か らは,1920～30年 代 には,地 主 階層 は土地投資を差 し控

え,従 来土地投 資 にふ りむ けていた資金 の一部 を金 融 に回 していた こ とがわ

か った。積極的な営利動機 に基づ くに しろ,あ るいは内戦 と 「半植民地化」 に

よる混乱 を回避す るために しろ.地 主階層 の土地投資意欲 は減退 していたとい

わなければな らな い。

ただ し,以 上3点 を暫定 的な結論 とするにあた って も,問 題 は山積 みであ る。

第1に,本 稿で は,農 家経営基盤 の安定性 を強調 したが,資 料の制約 もあ り,
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農 家 経営 基 盤 の安 定 性 と家産 相 続 との 関係 にっ い て は 言及 で き なか った。 第2

に,銭 荘 資 本総 額 の増加 は,地 主 資 金 の流 入以 外 に も,多 くの形 態 が考 え られ

る。た とえ ば,銀 行 組織 か らの資金 供 与 に よ る可能 性 も否 定 で きな い。第3に,

考 察 の便 宜 上,地 主 階 層 の経 営 行為 を土 地 投 資 と金 融投 資 とい う 二軸 で分析 し

た に とど ま った ため に,都 市 に広 が る商1二業部 門 全体 へ の投 資動 向 につ いて顧

慮 す る こ とが で きな か った。 地 主 階層 の商 工業 部 門 へ の投 資情 況 が 明 らか に な

れば,本 稿 の 居長はよ り説 得 力 を増 す で あ ろ う。第4に,江 蘇 省 は,1930年 代

(6U)

に土 地税 制 改 革(田 賦整理)を 本 格 的 に実 施 して い るが,こ の 土地 税制 改 革 と地

室階 層 の 土 地 投 資 との か か わ りに つ いて 明 確 な回 答 を示 す こ とが で きなか っ

た。 以上 の問題 点 は,今 後 も考察 を重 ねて解 決 して い くことに した い。

(llた だ し,こ の2っ の 立場 は,影 響力という点 においてまったく対等 というわけで

はない。 前者は,中 国 革命の必然性 と中国共産党の正当性を象徴する一定の普遍性

を獲得 しているのにたい して,後 者は,特 定地域の偶発的な現象にす ぎないと考え

られている。もっとも,こ のような認識 の仕方それ自体が,近 年疑問視されるよ うに

な ってきている。たとえば,小 竹 …彰 「上地改革前の華北農村における権力関係」ア

ジア政経学会 『アジア研究』第28巻 第3・4号,1982年1月 を参照 されたい。

② 竜有義 「本世紀=f十 年代我国地権分配的再枯計」 厘門大学 中国社会経済史研究

編績部 『中国社会経済史研究』1988年 第2期 。

(3)南 満州鉄道株式会社上海事務所調査室編 『1二海特別市嘉定区農村実態調査報告書』

19391#'C)

南満州鉄道株式 会社上海 事務所調査室編 『江蘇省太倉 県農村実態調査報告書」

1940{手三。

南満州鉄道株式 会社上海事務所調査室編 『江蘇省常熟 県農村実態調査報告書』

1940釘{。

南満州鉄道株式会社上海事務所調査室編 『江蘇省松江 県農村実態調査報告書』

1941年 。

南満州鉄道株式会社 上海事務所調査室編 『江蘇省無錫 県農村実態調査報告書』

1941年 。

南満州鉄道株式 会社上海事務所調査室編 『江蘇省南通 県農村実態調査報告書』

1941年 。

(4)矢 沢康祐 「民国中期の中国における農民層分解 とその性格」社会経済史学会 『社会

経済史学』 第27巻 第3号,1961年12月 。石田浩 「解放前の華 中江南農村の一性格
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『江蘇 省農村実 態調査報 告書 』の各事 例 を中心 に して」 日本 農業経 済学会 『農 業

経済研 究』第51巻 第1号,1979年6月 。曹幸穂 『旧中国蘇 南農 家経済 研究』 中央編

訳 出版社,1996年 。

矢 沢 の論考 は,農 民層 の ブル ジ ョア的分解 を実証 す る ことを日的 と して お り,本

稿 の 目的 とは大分距離 を隔てて い る。本稿 で参 考 にす べ き視点 を提供 して い るの は,

石 田 と曹 の論考 であ る。 石 田の論考 は,商 品経 済 が進 展す るなかで の共 同体 的関係

の抽 出 に主眼を おいて い る点 にお いて,曹 の論 考 は,農 村 社会 を構 成 す る能動 的 主

体 と して農家経 営 を把握 しよ う と して い る点 に おいて,共 に本 稿 の論 旨 に深 くか か

わ って い る。

L5)Buck,J.L.,LandUtilizationinChina:AStudyof16,786Farmsin168

Localities,and38,256FarmFamiliesinTwenty-twoProvincesinChina,1929-933,

TheCommercialPress,1937(輪 孝 ・加藤健 訳 『支那農 業論 支那 にお けるL

地 利用』上 ・下,東 亜経済 調査局,1938年).

(6)中 国人民 銀行上海 市分 行編 『上 海銭荘 史料』 上海 人民 出版 社,1960年 。

(7)天 野元之 助 『中国農業 の地域 的展開』 龍渓書 舎,1979年,324頁 。

(8)林 恵海 『中支江 南農村社 会制度 研究』(上)有 斐 閣,1953年,92頁 。

(9)『 無錫 県報告 書」35頁 。

本 報 告書 で は,こ れ ら3村 落 にお いて一 田両 主制 度 が成ｺ/_し なか った理 由 と して,

「養蚕 を大宗 とす る自作 農民 が圧倒 的で あ るよ うな本部落 の如 きにあ って は,と 地 の
ママ

集 中 も急速 に行 われず,地 セの勢 力が,両 権 分割 によ って制拒 され な くて も,充 分 に

牽制 され」 た とい う仮説 を示 して い る。

q① 奥村哲 「日中戦争前後 の 華中農村調 査 をめ ぐって 江蘇 省無錫 県 の場 合」 東京

都 立大学 『人文学報(歴 史学)』 第238号,1993年3月 。

(11)江 蘇省農 民銀行総 行編 『無錫 県農村経 済調査 第1集(第4区)』1931年(筆 者未

見)。

(働 井内弘 文 『満鉄 南通農 村実態調 査 参加報告一 一棉作 構造 を中心 と して』 東亜研 究

所,1941年,8,25～28頁 。

本 稿 で は割愛 せ ざるをえ なか った南通 県頭総 廟 の調 査 にあた った井 内 は,『 江蘇 省

南通 県』とは別 に,独 自の調査報 告書 をま とあて い る。 この調査 報告書 によ る と,k

層 農家 の作付体 系 は従来 か ら固定 的 な もの で はな く,市 場 動 向 に応 じて毎年弾 力 的

に変 化 して いたよ うで あ る。『江蘇 省無錫 県』 にみ られ た水 稲 の高 い作付比 率 も,そ

の極 端 な例 とみなせ るであ ろ う。

(131『嘉定 区報告書 』37頁 。

ω 「上地 関係表」 で は,こ の よ うに表記 されて い るが,報 告 書本文 と照会 す ると,元

麦(裸 麦)の 誤 りと推察 され る。

(15)『嘉定 区報告書 』54頁 。
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㈲ 『嘉定 区報告 書』50頁 。

(171『嘉定 区報告書』59頁 。

⑱ 日中戦争勃 発以 前…1畝 あた り上地100元,中 地80元 下地60元,日 中戦争勃 発

以 後 〔典価 によ る推計 〕…上 地60元,中 地45元,下 地不 明(『 嘉定区報 告書』50頁)。

以 下で と りあげ る地域 にお いて も,地 価 を転記 す るこ とに したい。 各報 告書 にあ

げ られ た地価 は,田 面 の価 格 を示 して い ると思 われ る。

(捌 『常 熟県報 告 書』67頁 。

⑫① 『常 熟県報 告書』78頁 。

⑳ 『常 熟県報 告書』79頁 。

⑳ 李若 虚 『江蘇 省常熟 県実 習調査 日記』 成文 出版社 ・(美 国)中 文 資料 中心,1977

年。

李 は,こ の なか で以 下 の よ うに述 べ,永 小 作地 の形成 が厳家 上村固 有 の現 象で は

な く,常 熟 県全体 に及 ぶ現象 であ った ことを明 らか に して い る。「常熟L地,除 七 区

及 少数 自耕 地 外,既 皆 有 田底 田面之 分,則 非 有重大 原因(如 佃 租積欠過 大,業 主 絶不

得撒 佃,故 永 佃可 称為 普通 情形)。 即七 区沙 田之 出租,亦 以 押租 甚重之故,業 主於短

期 数 年 内撒佃 者,殊 不 多襯,其 租 期之 長,与 永佃 実無大異 。 田面権 之原始 形成,

不得 而 考,現 在即 非有 償不能 取得(自 然,亦 有継 承贈 与等 例外)」。

㈱ 日中戦争 勃発以 前 …1畝 あ た り上 地60～70元,中 地40～50元,下 地20～30元,

日中戦争勃 発以後 …上 地40～50元,中 地20～30元,ド 地10兀 前後(『 常 熟県報 告

書』80～81頁)。

また,李 によれば,1937年7月 当時,水 田1畝 あ た り上 地200元(田 面120元,田

底80元),中 地130元(田 面65元,田 底65元),下 地70元(田 面30元,田 底40元)

で あ った(李,前 掲 日記,1937年7月16日)。

⑳ 中華民国行 政院 農村復 興委員 会編r江 蘇 省農村 調査』商務 印書館,1934年t42頁 。

「地価 は現在 〔1933年 筆者〕普通1畝 あた り100元 であ りf田 面価格50元,田

底価格40元 ほどで あ る。民国17年 〔1928年 筆 者〕に は,現 在の2倍 で あ った」。

X25)『無錫 県報告 書』19頁 。

㈱ た とえば,王 寅 生 ・銭 俊瑞 「上海 附近無 錫 の地 権集 中」 太平洋 問題調査 会編 杉 本

俊 朗訳 『中国農村 問題』 岩波書 店,1940年 。

⑳ 『無錫 県報告書 』35～36頁 。

㈱ 日中戦争勃 発以 前(1936年)… 水 田 ・桑園1畝 あた り上地90元,中 地70元,下 地

50元,日 中 戦争勃 発以後(1940年)… 上地180元,中 地140元,下 地100元 前後

(『無錫 県報 告書』30～31頁)。

⑳ 足 立啓 二 「清～民 国期 におけ る農業経 営 の発展一一長 江下流域 の場合 」 中国史研

究 会編 『中国 史像 の再 構成一 一国 家 と農民』 文理 閣,1983年 。

足立 は,中 華民 国実業 部 中央 農業実験 所編 『農情報 告』1933～1937年,中 央政 治学
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校 地 政 学 院 ・平湖 県 政 府 編 『平 湖 之 土地 経 済 』地 政 学 院,1937年,凋 紫 簡 編 『嘉 興 県

農 村 調 査 」国 立 漸 江 大 学 ・嘉 興 県 政 府,1936年,張 心 一一 ・陶 桓 桀 ・荘 継 曽 『試 弁 句 容

県 人 口農 業 総 調 査 報 告 』参 謀 本 部 国 防 設 計 委 員 会,1934年 に基 づ き,「 清 ～ 民 国 期 」

の長 江 下流 域 に お け る農 家 経 営 のr集 約 化=零 細 化 」 と い う通 説 的 理 解 を 否 定 して,

「小 農 中 農 的 分 布 へ の 移 行 」 を 主 張 して い る。

(3① 金 徳 群 『民 国 時 期 農 村 土地 問 題 』 紅 旗 出版 社,1994年,57頁 。

(311Myers,R.H.,"RuralInstitutionandtheirInfluenceuponAgriculturalDevel-

opmentinModernChinaandTaiwan"ReprintedfromJournaloftheInstituteof

ChineseStudiesoftheChineseUniversityofHongKong,Vo1.2No.2,f969;The

ChinesePeasantEconomy,HarvardUniversityPress,1970.

f32)李,前 掲 日記,1937年7月16日 。

華 北 地 域 に お け る 「活 売 」 に っ い て は,中 国 農 村 慣 行 調 査 刊 行 会 編 『中 国 農 村 慣 行

調 査 」(全6巻)岩 波 書 店,1952～58年 を 参 照 さ れ た い。 ま た,八 木 芳之 助 ・山 崎 武

雄 『経 済 に 関 す る支 那 慣 行 調 査 報 告 書 北 支 に於 け る 土地 所 有 の 移 動 と分 布 並 に

土 地 の 開 墾 』 東 亜研 究 所,ig44年 もあ る。

X33}FeyXsiaotung(費 孝 通)ChineseVillageClose-upNewWorldPress,1983(小

島 晋治 他 訳 『中 国 農 村 の細 密 画 あ る村 の 記 録1936～82』 研 文 出 版,1985年).

(鋤 章 有 義 編 『中 国 近 代 農 業 史 資 料(第2輯)1912～1927』 聯 書 店,1957年,13～18

頁 。

(35)中 国 農 村 慣 行 調 査刊 行 会編,前 掲 書 。

(36)杉 浦 貫 一 「華 北 農 村 に お け る 一ヒ地 売 買 慣 行 売 買 手 続 と中 人 の性 格 」 大 阪 経 大

学 会 『大 阪 経 済 大 学5周 年 記 念 論 文 集 一 一 経 済 と文 化 』(『 大 阪 経 大 論 集 』 特 集),

1954年11月,お よ び 細 川 一 敏 「"中人"よ り観 た 中 国 郷 村 の 十 地 所 有 意 識 と人 間 関

係 」弘 前 大 学 『文 経 論 叢 』第19巻 第3号(人 文 学 科 篇IV),1984年3月 を 参 照 され た

いo

信わ 天野,前 掲 書,290貞 。

X38}Buck,op.cit.

{39)陳 正摸編 『各省 農工 催傭習慣 及需供状 況』 中lh文 化 教育館,1935年 。

⑳ 農 村復 興委員会,前 掲 書,37頁 。

原 文 で は 「104戸 」 とな って い るが,原 文 に示 され た表[常 熟七村売 買対於 毎戸所

有田畝 的影 響」(38頁)を み るか ぎ り,こ れ は 「140戸 」の誤 りで あ ると思 われ る。

(41)林,前 掲 書,144頁 。

(42)ノト1メヨ,自if手葛書,34ガ{。

井内 に よ ると,1920年 代後 半 に は,小 作料 率の 引 き上 げが物 価上 昇 に追 いっかず,

地k経 営 も破綻 の危機 に晒 され て いた。地i三は,こ の危機 を脱す るた めに,「 自作地

部分 の拡 大」 に加 えてlL地 売 却 」を行 ったとい う。 田面 を有 していな い小作 地 は,
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減少 にむ か ったので はないで あ ろ うか。 土地 の売却 先 は,残 念 なが ら明 らか で はな

い 。

㈹ 曹,前 掲 書,36～37頁 。

㈹Faure,D.,"TheRuralEconomyofKiangsuProvince,18701911"ノournalofthe

InstitueofChineseStudiesoftheChineseUniversityofHongKong(筆 者 未 見);

"ThePlight
oftheFarmers:AStudyoftheRuralEconomyofJiangnanandthe

PearlRiverDelta,18'0-1937"ModemChina,Vol.11NQ.1,Jan.1985.

(451Eastman,L.E.,Family,Fields,andAncestors:ConstancyandChangeinChina's

SocialdndEconomicHistory,1550-949,0xfordUniversityPress,1988,p .83(上 田

信 ・深 尾 葉 子 訳 『中 国 の 社 会』 平 凡 社,1994年,114～115頁).

(46)田 賦 徴 収 権 は,1928年 の 第1次 全 国 財 政 会 議 に お い て 地 方 政 府 に委 譲 され,田 賦

正 税 は 省税,田 賦 附 加 税 は県 税 とな った。 図1の 田 賦 は,正 税 と附 加 税 の合 計 で あ

る。

働 バ ッ ク,前 掲 邦 訳 書,222貞 。 な お,銀 弗 価 値 の ド落 に っ い て は,Ministryof

Industries(実 業 部 銀 価 物 価 討 論 委 員 会),SilverandPricesinChina:Reportofthe

CommitteefortheStudyofSilverValuesandCommodityPrices,TheCommercial

Press,1935を 参照 して検 証 を試 み た。

⑱ 陳 翰 笙 「中 国 農 民 負 櫓 的 賦 税 」 『東 方 雑 誌 』 第25巻 第19号,1928年10月 。

(49)章 有 義 編 『中 国 近 代 農 業 史 資 料(第3輯)1927～1937』 二聯 書 店,1957年,61～65

頁。

(5① 在 来 金 融 組 織 と銀 行 組 織 の あ い だ の 資 金 の 環 流 とい う点 で は,外 資 系 銀 行 組 織 か
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